
添付書類一覧表

★確定事件の場合と不起訴事件の場合で,必要な添付書類は共通です
★いずれも,謄写委任状以外は写しで構いません。

1 交通事故の場合

① 謄写委任状 (所定の用紙を使用してください)

② 処分結果の分かる書類 (検察庁の回答書・通知書など)

③ 交通事故証明書

④ 訴訟委任状 (依頼者から弁護士宛の通常のもの)

⑤ 依頼者が当事者でない場合,依頼者と当事者の関係が分かるもの
保険会社の場合 → 保険契約書や事故受付書など
遺族の場合   → 戸籍謄本または住民票など
法人の場合   → 会社の登記事項証明書など

※不起訴で兵庫県以外からの申請はすべて 23条照会が必要

すでに検察庁に 23条照会済みの場合,その回答書のコピーで
処分結果回答書と23条を兼ねることができる

ただし,被害者側からの申請の場合は不要

2 交通事故以外の場合

① 謄写委任状 (所定の用紙を使用してください)

② 処分結果の分かる書類 (検察庁の回答書・通知書など)

③ 訴訟委任状 (依頼書から弁護士宛の通常のもの)または弁護人選任届
④ 依頼者が当事者でない場合,依頼者と当事者の関係が分かるもの
保険会社の場合 → 保険契約書や事故受付書など
遺族の場合   → 戸籍謄本または住民票など
法人の場合   → 会社の登記事項証明書など


